
令和２年５月 28 日  

保護者 様 

県立明石北高等学校長  安岡 久志  

 

学校における教育活動の再開について（お知らせ） 

 

最近の県内及び近隣府県の新型コロナウイルス感染状況並びに５月 21 日に緊急事態宣言が解

除されたことを踏まえ、６月１日から、学校における教育活動を下記により再開します。 

 

記 

 

１ 教育活動の形態について 

県教育委員会の指示により６月 12 日（金）までは分散登校とし、活動は以下のとおりとし 

ます。具体の日程等は、生徒配付の「学校再開後の予定について」でご確認ください。 

(1) 生徒の過度な負担とならないよう配慮します。 

(2)  教育活動は校内に限ります。 

(3) 部活動について 

     ア 活動時間：１日 90 分を上限とします。 

     イ 活 動 日：平日（月～金）に２日、及び週休日（土・日）に１日を上限とします。 

     ウ 対外試合、合同練習、合宿は行いません。 

 

２ 感染拡大予防対策について 

  文部科学省作成の「学校の新しい生活様式」等を参照し、以下の対策に取り組みます。 

(1) 感染源を絶つため、登校後の SHR で生徒の検温結果及び健康状態を把握します。 

(2) 感染経路を絶つため、３つのことを重視します。 

ア 手洗いの徹底：全ての水道設置箇所にハンドソープを配置しています。 

イ マスク着用を含む「咳エチケット」の遵守 

ウ 消毒及び用具・物品共用の回避：特に多くの生徒等が手を触れる箇所（ドアノブ、ス 

 イッチ、机・椅子など）を、教職員が１日１回以上、消毒液を使用して清拭します。 

 (3) 集団感染のリスクを低減するため、「ゼロ密」をめざします。 

   ア 「密閉」の回避：喚起を徹底します。 

   イ 「密集」の回避：可能な限り身体的距離を確保します。 

   ウ 「密接」の場面への対応：マスクやフェイスシールドを着用し、飛沫を防止します。 

 

３ 【重要】生徒の出欠の取扱いについて 

(1) ６月 12 日（金）までの分散登校期間について 

  ア お子様に発熱や咳、強い倦怠感等、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、 

「出席停止」（欠席ではない）扱いとします。 

  イ 学校で講じる感染症対策をご理解いただいたうえで、お子様に上記の症状はないが、 

感染が不安で登校させられないと保護者から連絡・相談をいただいた場合についても、 

「出席停止」（欠席ではない）扱いとします。 

 (2) 通常登校となる予定の６月 15 日（月）以降について 

  ア お子様に発熱や咳、強い倦怠感等、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、 

「出席停止」（欠席ではない）扱いとします。 

  イ 学校で講じる感染症対策をご理解いただいたうえで、お子様に上記の症状はないが、 

依然感染が不安で休ませたいと保護者から連絡・相談をいただいた場合、「欠席」とし 

て扱います。なお、この扱いは、全ての県立高等学校に共通した対応です。 



４ その他 

  

 

 


